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 平成１6年度事務事業評価調書（新規用）　　　　北広島市

建設部土木事務所
管理担当

高橋孝一

別紙２

25－21整理番号

事務区分 課長職名

事務事業名

■自治事務　　□法定受託事務　

③１人当り年間平均人件費
人 　件 　費

（概算）
④＝②×③

9,000

0.10

0

0.10

①合　計

0.10

9,000

②人　数（年間）

直接事業費

【費用の予定額】

その他特財

一般財源

国支出金

道支出金

（単位：千円）

統合型ＧＩＳ(地理情報システム)の前段として、平成15年度に道路台帳図などの市民への提供のために
既存データを利用したＧＩＳを導入し、当初の目的は果たしている。しかしさらに進んで正確性を求める業
務には、基図となっている税務作成の地籍集成図が精度の点で限界がある。そこで現在土木事務所保
管の土地区画整理などによる地籍の数値データを取り込み、より正確な基図にするものである。H17～
H19事業費：9,870千円

節 開かれた市政

総合計画(第１次実施計画） □　あり

施策 行財政運営

地方債

上位施策との関連
（総合計画での位
置付け）

いきいきとした交流と連携のまち

　目　　　的
(ここから成果
指標を導きま
す）

対　　象
(誰､又は何を)

　　　意　　図
（何をねらっているの
か｡対象をどのような
状態にしたいのか）

ＧＩＳの基礎となる地籍の数値データ

ＧＩＳの基礎である地籍データを、現在の読み取りデータから数値データに置き換えること
で、市街化区域の大部分で正確な基図ができることになり、これを各部署のＧＩＳで利用す
れば可能となる業務範囲が大きく広がり、統合型ＧＩＳ構築に向けて前進する。

事務事業開始年度

章

20年度
以降

　総　事　業　費 ①＋④

施策）

ＧＩＳ（地理情報システム）データ
整備事業

区　　　　分

■　なし

斉藤順二部長職名

　〃 終了予定年度

　計　画　

事務事業の概要

内線757 

Ｈ１６．９月作成日

作成部署

　手　　　段
(ここから活動
指標を導きま
す）

市が行う
事務事業
の具体的
な実施内
容
（※補助
金等の場
合は団体
等の活動
内容）

地籍データ整備委託(大曲･輪厚･西の里)
　①数値データ取込
　②取込地区外郭調整
　統合型ＧＩＳに向けて、地籍データ以外に必要な整備について検討する。

20年度以降

１7年度

18年度

19年度

17年度 18年度 19年度

○統合型ＧＩＳ化・データ整備方法検討(税務課の委託業務と調整)
○地籍データ整備委託(虹ヶ丘･美咲き野)
　①数値データ取込
　②取込地区外郭調整

地籍データ整備委託(東部･北広団地)
　①数値データ取込
　②取込地区外郭調整



【事務事業を評価する指標（ものさし）】

地図は正確なほど意味があり、市民に販売する地図
としても正確なものを提供するのは、きわめて妥当。

【事務事業の社会的・経済
的効果はどの程度ですか。
効果の内容を具体的に記入
してください】

□ある程度効果が期待できる

□あまり効果が期待できない

事業の緊急性 ■高い

業務にＧＩＳを利用する度合いは近年飛躍的に高まっ
ており、できるだけ早期に実施すべき事業である。

【社会経済情勢や市民ニー
ズの変化などから緊急度は
どの程度ですか】

□普通

□低い

□民間等への委託等が可能である

□民間等への一部委託が可能である

現在と同様、委託により実施する。

■適切である

判　定

17年度目標値 18年度目標値

100.0%

評　価

　判　　　　定

□実施時期を遅らせる

□実施について再検討する

□実施しない

統合型ＧＩＳ（道路、河川、街区、建物などの地図データを各部局が共有できる形で整備し、利
用していく庁内横断的なシステム）の構築については、市民サービスの向上や業務の効率化
が期待できることから、推進すべきと考える。推進にあたっては、情報推進課が中心となる庁
内横断的な組織の設置が必要と考える。ＧＩＳのベースとなる地積の数値データ取り込みをす
る本事業は、統合型ＧＩＳの基盤となるものであり、実施すべきと考える。

今後の方向性等
【２次評価】　行財政構造改革推進本部の総合判定

■実施する

□見直しの上で実施する

項　　目 理由・方法等
■市が実施すべき事務事業である

□民間等への移管は可能であるが　

■妥当である

事業の有効性 ■十分効果が期待できる

手段の妥当性

複数の区画整理や開発行為の地籍の数値データを
保管しているのは市であることから、市で実施するも
のである。

【市が実施すべき事務事業
ですか。市民・企業等での
実施可能性はありません
か】

目的の妥当性

　 当面行政で実施すべきである

□民間等で実施すべきである

【社会経済情勢や市民ニー
ズの変化などから、設定し
た対象や意図は妥当です
か】

25－21整理番号

最終目標値
指　　　標(算式）指　　　標

指　　　標　　　値

成果指標

（目的の達成
度を測るもの
さし）

（事務事業の
活動量や実
績）

データ取込率

（累計／全体地区数）

2地区 14地区

活動指標 2地区 12地区データ取込地区数

データ取込地区累計数

【1次評価】　担当部局の評価　

7.1% 50.0%

【受益者負担が必要または
可能である場合、具体的な
方法等を理由等の欄に記入
してください】

利用の大部分は当面市内部と予想するが、現在地籍
図の交付等で手数料を徴収しており、それをもって受
益者が負担することになる。

受益者負担の必要性 □受益者負担を求める必要がある

■受益者負担を求めることは可能である

□受益者負担になじまない

【目的を達成するための手
段は適切ですか。他の手段
や委託化などの可能性はあ
りませんか】

□他の手法がある

市が実施する必要性

地図をより正確なものにするという目的は妥当であ
る。

□概ね妥当である　

□妥当でない

28地区 28地区

19年度目標値

14地区


